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《問 14》 

解説 

① 不適切。設例のケースの遺留分の割合は２分の１であり、長男Ｃさんの遺留分は

それに法定相続分である６分の１を乗じた12分の１である。したがって、長男Ｃ

さんの遺留分の金額は以下のとおり4,000万円である。 

４億8,000万円×
1

12
＝4,000万円  

① 適切。設例のケースの遺留分の割合は２分の１であり、長男Ｃさんの遺留分はそ

れに民法上の法定相続分である４分の１を乗じた８分の１である。したがって、

長男Ｃさんの遺留分の金額は以下のとおり6,000万円である。 

４億8,000万円×
1

8
＝6,000万円  
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《問 14》 

解答 

正解 ① × 正解 ① ○ 

以上 


